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即す
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佐賀市が策定

佐賀市都市計画マスタープラン
（まちづくり基本計画）

佐賀市都市計画マスタープラン
（まちづくり基本計画）

Ⅰ 都市計画マスタープランとは
（１）都市計画マスタープランの位置づけ

1

都市計画マスタープランにおい
て方針を位置付ける区域

都市計画区域

立地適正化計画において都市機
能誘導区域・居住誘導区域を設
定し、施策・方針を位置付ける
区域

市街化区域

三瀬
地域拠点

富士
地域拠点

大和
地域拠点

久保田
地域拠点

東与賀
地域拠点

川副
地域拠点

中心市街地
諸富

地域拠点

総合計画において方針を位置付
ける区域

佐賀市全域

km

Ⅰ 都市計画マスタープランとは
（２）各計画の対象区域
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■市町村都市計画マスタープラン：都市計画法第１８条の２

（市町村の都市計画に関する基本的な方針）

第十八条の二 市町村は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想並びに

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即し、当該市町村の都市計画に関する基本的な方針

（以下この条において「基本方針」という。）を定めるものとする。

社会変容や人口減少の進展など本市を取り巻く状況の変化を考慮し、新たな課題や今後予想さ

れる社会・経済構造の変化等に対応すべく、本市の最上位計画である佐賀市総合計画に呼応した

新たな基本方針を定める。

今回改定の目的は・・・

Ⅰ 都市計画マスタープランとは
（３）都市計画マスタープランの法的根拠
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Ⅰ 都市計画マスタープランとは
（４）都市計画マスタープランが果たすべき役割

まちづくりを進めるにあたっての都市計画の見直し、決定の基本的な方針を示す。

土地利用、都市施設、市街地開発事業などの都市計画相互の関係を調整し、都市
全体として総合的かつ一体的な都市づくりを進める。

市民などがまちづくりの課題や方向性について合意し、そのことにより具体の
都市計画の決定、実現が円滑に進むよう指針を示します。

まちの将来像を示し、市民や地域、市民活動団体、事業者、行政などの多様な
主体が共有するまちづくりの目標を設定する。

都市計画決定の方針

都市計画の総合性・一体性の確保

市民の都市計画に対する理解や合意形成の円滑化のための指針

まちの将来像の提示✓

✓

✓

✓
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参考 総合計画の土地利用
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参考 総合計画の土地利用
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多様な拠点が
有機的につながるまちづくり

全

体

構

想

基本理念・基本方針の
実現のための都市構造

『佐賀らしさでみんなが上向くまち（仮）』（総合計画の将来像）
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（２）
都市づくりの
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ゾーン

（３）
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目標

（４）
将来都市構造

軸
拠点

分野別方針

ゾーン
拠点別方針

地
域
別
構
想

分
野
別
構
想

都市ゾーン 田園集落ゾーン 山村集落ゾーン

有明海沿岸道路沿線
エリア

佐賀大和IC周辺
エリア

中心拠点・諸富拠点・大和拠点
川副拠点・東与賀拠点・久保田拠点

富士拠点・三瀬拠点
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佐賀唐津道路沿線
エリア

①
みんなが

住み続けたくなる
持続可能な都市づくり

③
多彩な地域資源で
経済活力がみなぎる

都市づくり

④
県都として

県勢の発展を牽引する
都市づくり

②
豊かな歴史・自然環境と
共生できる都市づくり

⑤
災害に強い
安全・安心な
都市づくり

佐賀市リーディング
エリア

有明海沿岸ゾーン

Ⅱ 計画の体系について
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将来都市構造の考え方

基本理念・基本方針の実現に向けて、都市構造を構成する
要素（ゾーン・拠点・軸）を示す

基本理念

都市づくりの基本方針

都市づくりの目標

将来都市構造

分野別方針

ゾーン・拠点別方針

全体
構想

地域別
構想

分野別
構想

軸 ゾーン拠 点

Ⅱ 計画の体系について
将来都市構造（案）
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ゾーン・拠点別方針の考え方基本理念

都市づくりの基本方針

都市づくりの目標

将来都市構造

分野別方針

ゾーン・拠点別方針

全体
構想

地域別
構想

分野別
構想

都市ゾーン

中心拠点

諸富地域拠点

大和地域拠点

田園集落ゾーン

川副地域拠点

東与賀地域拠点

久保田地域拠点

山村集落ゾーン

富士地域拠点

三瀬地域拠点

有明海沿岸道路
沿線エリア

佐賀大和IC
周辺エリア

佐賀唐津道路
沿線エリア

有明海沿岸ゾーン

Ⅲ 地域別構想
ゾーン・拠点別方針（案）

佐賀市
リーディング
エリア
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①都市ゾーンの概要及び方向性

Ⅲ 地域別構想
ゾーン・拠点別方針（案）

【都市ゾーンとは】

佐賀駅を中心とした市の中心部、諸富町、大和町に位置する市街化

区域がその範囲であり、優先的かつ計画的に市街化を図っていくゾー

ン

【ゾーンの方向性】

県都の顔となる中心的なゾーン、またそれを補完するゾーンとして

の都市づくり等を検討する。

大和地域拠点

諸富地域拠点

中心拠点

都市ゾーン
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②都市ゾーンの拠点及びエリア

Ⅲ 地域別構想
ゾーン・拠点別方針（案）

【ゾーンを構成する拠点】

●中心拠点

佐賀駅を中心とした県全体の発展をリードする多様な都市機能が

集積した市街地

●諸富地域拠点・大和地域拠点

諸富・大和地域において地域に必要な都市機能が集積する市街地

【新たな土地利用を検討するエリア】

◇佐賀市リーディングエリア

大和地域拠点

諸富地域拠点

中心拠点

都市ゾーン
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①田園集落ゾーンの概要及び方向性

Ⅲ 地域別構想
ゾーン・拠点別方針（案）

【田園集落ゾーンとは】

川副町、東与賀町、久保田町などが位置する市街化調整区域

がその範囲であり、主に市街化を抑制し農地を保全していく

ゾーン

【ゾーンの方向性】

今ある良好な田園環境や自然の保全・活用及び各拠点を含む

集落機能の維持などのほか、高規格道路沿線の３つのエリア

「佐賀大和IC周辺エリア」、「佐賀唐津道路沿線エリア」 、

「有明海沿岸道路沿線エリア」の交通結節機能を生かした土地

利用について検討する。

久保田地域拠点

東与賀地域拠点

川副地域拠点

田園集落ゾーン
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②田園集落ゾーンの拠点及びエリア

Ⅲ 地域別構想
ゾーン・拠点別方針（案）

【ゾーンを構成する拠点】

●川副地域拠点・東与賀地域拠点・久保田地域拠点

川副・東与賀・久保田の各支所等を中心とした既存集落地

【新たな土地利用を検討するエリア】

◇佐賀大和IC周辺エリア

◇佐賀唐津道路沿線エリア

◇有明海沿岸道路沿線エリア

久保田地域拠点

東与賀地域拠点

川副地域拠点

田園集落ゾーン
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富士地域拠点

三瀬地域拠点

山村集落ゾーン

【山村集落ゾーンとは】

市北部の富士町、三瀬村などが位置する都市計画区域外の

主にみどり豊かな山間部や里山の森林等の保全、活用を進め

るゾーン

Ⅲ 地域別構想
ゾーン・拠点別方針（案）

山村集落ゾーン

【ゾーンを構成する拠点】

●富士地域拠点・三瀬地域拠点

富士・三瀬の各支所等を中心とした既存集落地

【ゾーンの方向性】

豊かな自然とふれあう場としての活用や各拠点の集落維持等につ

いて検討する。
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有明海沿岸ゾーン

【有明海沿岸ゾーンとは】

有明海の海岸域に位置し、有明海の豊かな自然環境が広がる

ゾーン

Ⅲ 地域別構想
ゾーン・拠点別方針（案）

有明海沿岸ゾーン

【ゾーンの方向性】

有明海の魅力ある地域資源を生かし、人々の交流や体験学習の

場としての活用等を検討する。

また、九州佐賀国際空港のポテンシャルを生かし、 国際交流

の拠点となるような土地利用を検討する。
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分野別方針の考え方基本理念

都市づくりの基本方針

都市づくりの目標

将来都市構造

分野別方針

ゾーン・拠点別方針

全体
構想

地域別
構想

分野別
構想

各部門の個別施策

土
地
利
用

都
市
交
通

都
市
環
境

歴
ま
ち
・

都
市
景
観

都
市
防
災

そ
の
他

み
ど
り
・水
辺

Ⅳ 分野別構想
分野別方針（案）
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都市計画区域の区域区分について、今後の在り方や区域区分に

基づいたまちづくり方針などを記載

区域区分の方針

Ⅳ 分野別構想
分野別方針（案）

住居系や商業系など、用途別のまちづくり方針などを記載

市街化区域の方針
①土地利用

分野別方針（案）

豊かな自然の保全・活用等の方針などを記載

市街化調整区域・都市計画区域外の方針
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都市計画道路や高規格道路の整備促進による体系的かつ広域

的な道路ネットワーク形成の方針などを記載

道路ネットワークの方針

Ⅳ 分野別構想
分野別方針（案）

②都市交通

分野別方針（案）

既存の公共交通の維持や広域的なつながりの構築、新たな技術

の導入等の持続可能な地域交通ネットワーク形成に向けた方針な

どを記載

公共交通ネットワークの方針

18

市民のニーズを踏まえた親しみがあり、誰もが安心して快適に利

用できる公園や災害時に避難場所となるような公園整備等の方針

などを記載

公園づくりの方針

Ⅳ 分野別構想
分野別方針（案）

分野別方針（案）

③みどり･水辺

緑地や農地及び河川やため池、クリークなどの保全やその他親水

空間の創出等の方針などを記載

みどり・水辺の保全・活用の方針
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歴史的なまちなみと調和した景観の保全・形成に関する方針など

を記載

歴史的まちなみに関する方針

Ⅳ 分野別構想
分野別方針（案）

分野別方針（案）

地域特性に応じた魅力ある景観の形成や屋外広告物等の地域

景観との調和に向けた方針などを記載

都市景観の方針
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④歴まち･都市景観

環境負荷の軽減、エネルギー利用の効率化に向けたまちづくりの

方針などを記載

ゼロカーボンシティに向けた方針

Ⅳ 分野別構想
分野別方針（案）

分野別方針（案）

⑤都市環境

都市緑地などのグリーンインフラを通じた都市環境の整備方針

などを記載

まちづくりGXの方針
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防災性を意識したインフラ整備や建築物の不燃化など、震災・

火災に対応したまちづくりの方針などを記載

震災・火災対策の方針

Ⅳ 分野別構想
分野別方針（案）

⑥都市防災

分野別方針（案）

治水のための基盤整備や災害リスクを踏まえた土地利用の方針

などを記載

水害・土砂災害対策の方針

22

コンパクトな都市づくりを踏まえた公共施設の適正な配置・整備

の方針などを記載

公共施設の方針

Ⅳ 分野別構想
分野別方針（案）

分野別方針（案）

⑦その他

下水道やごみ焼却場、火葬場などの都市施設の維持・保全及び

整備の方針などを記載

その他都市施設の方針
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Ⅴ 今後の都市計画審議会の開催予定

（第１回）計画の構成について 令和６年 ５月２２日

（第２回）全体構想について 令和６年 ７月 ４日

（第３回）地域別構想、分野別構想について 令和６年 ９月２６日

（第４回）次期都市計画マスタープラン概要版について（仮） 令和６年１１月１２日

（第５回）パブリックコメントの結果について 令和７年 ２月頃

（第６回）次期都市計画マスタープランについて（諮問） 令和７年 ３月頃
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前回計画策定時における都市計画審議会の開催状況

（第１回）都市計画マスタープランについて（概要） 平成18年 7月

（第２回）全体構想について 平成18年 10月

（第３回）ゾーン別まちづくり構想、
主要な都市計画決定に関する方針について 平成18年 11月

（第４回）全体内容について 平成19年 2月

（第５回）都市計画マスタープランについて（諮問） 平成19年 2月

参 考
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